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　町内の保育園児が描いた絵画をリラクゼーションコーナー（和室）にて展示します。
　みなさま、お誘い合わせのうえ、ご来館ください。

「最近、もの忘れが増えた…」「もの忘れがひどくなったらどうしよう…」
「どこに相談していいのか分からない」など不安をお持ちの方、ぜひお
気軽にご相談ください。
日　時：２月28日（金）　午後１時30分～３時30分
場　所：日高町保健福祉総合センター（ふれあいセンター）
対象者：もの忘れに関して不安をお持ちの方
　　　　不安はあるが病院を受診されていない方
　　　　過去に「認知症」の診断を受けているが、現在は通院されていない方　など
　　　　※ご家族からの相談もできます。
定　員：３組まで（予約制）
　　　　※事前に予約が必要です。
申し込み締切り：２月21日（金）
☆相談会は認知症疾患医療センターの専門職によるものです。医師の診察はありません。

【お申し込み先・お問い合わせ先】
日高町地域包括支援センター（いきいき長寿課内）（TEL：６３・３８０７）

　申告される方は、必ず正しい申告を行ってください。
　申告相談の日程については、「広報ひだか１月号」に掲載しておりますので、
ご確認ください。
※申告は事前予約が必要となっていますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】　税務課（ＴＥＬ：６３・３８０２）

【お問い合わせ先】　企画まちづくり課（TEL：６３・３８０６）
　　　　　　　　　温泉館「海の里」みちしおの湯（TEL：６４・２６２６）

温泉館　保育園児の作品展示のお知らせ

もの忘れ相談会

所得税・住民税の申告相談受付開始

２月５日（水）〜１７日（月）

内原保育所、年中児の作品

テーマ：てぶくろ〜絵本の世界〜

申告相談受付は、２月17日（月）から３月17日（月）まで
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作業療法士と一緒に、
楽しく身体を動かしながら、
物忘れ予防のレクリエーションを開催します

　万一の緊急事態に本人等が症状などを説明することが
できない場合、キットの情報を活用することで適切で迅
速な救急活動が行えます！

みなさまのご参加お待ちしています！
お誘いあわせのうえ、ご参加ください！
簡単な運動をしますので、水分補給で
きるもの、タオルをご持参ください。

介護予防事業

緊急時に備えて
「救急医療情報キット」を活用しませんか？

【お問い合わせ先】　いきいき長寿課（TEL：６３・３８０７）

【お申し込み先・お問い合わせ先】　いきいき長寿課（TEL：６３・３８０７）

救急医療情報キットとは⁉
　かかりつけの医療機関や疾病等の救急搬送時に必
要な情報を冷蔵庫の前面や側面にマグネットで貼り
付け保管しておくものです。

対　象　者：日高町内にお住いの70歳以上で一人暮らしの方

申請の方法：①いきいき長寿課までお申し込みください。
　　　　　　②申請後、情報シートと必要書類を入れる容器を配布します。

利用の方法：①情報シートに必要な情報を記載します。
　　　　　　② 記載済み情報シートと保険証、資格確認書、診察券、薬の情報等の写しを容器の

中へ入れ、冷蔵庫の前面か側面に貼り付けておきます。

★ 情報シートへの記載や保険証、資格確認書、診察券、薬の情報等の写しのご準備は、ご本人、
ご家族でお願いいたします。

日　　　　時：３月４日（火）　午後１時30分～４時

場　　　　所：日高町中央公民館（日高町高家629番地）

参　 加　 費：不要　※参加申し込みが必要です。

申し込み締切：２月25日（火）まで

対　　　　象：町内にお住まいの方

　送迎を希望される方は、２月７日（金）までに、いきい
き長寿課までお申し込みください。
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